
 

 

１．安房峠道路の概要 

安房峠道路（延長 5,600ｍ）は、松本市を起点に高山市、白鳥町を経て福井市に至る一般国道

158号中部縦貫自動車道（延長 160ｋｍ）の一区間と位置付けられています。長野県から国道 158

号線を西へ進むと焼岳近くの上高地入口手前で安房峠に上る旧道から分かれ、安房トンネルで県

境を越え、湯ノ平トンネルを経て岐阜県の平湯温泉で再び国道 158号線に接続します。 

道路構造の最大の特徴は延長 5,600ｍの大部分が同自動車道最大の難所とされる安房峠（標高

1,790ｍ）の直下に設置された延長 4,370ｍの安房トンネル（標高 1,373ｍ）で占められている点

で、本トンネルは焼岳火山群中の活火山であるアカンダナ山南側の高温帯を通過しています。安

房トンネルの建設工事はこの高熱帯の中での作業であるだけでなく、大量の湧水が発生するなど

大変困難を極めた難工事でした。 

このような困難のなか、1964年（昭和 39年）の調査開始から 33年、1980年（昭和 55年）の

調査坑（現在は安房トンネル避難坑として利用）着工から 18年後の 1997年 12月 6日にようや

く開通しました。 

 

２．経緯 

① 1964年～67年度   JH等による予備調査 

② 1967年～77年度   建設省による概略調査 

③ 1978年度      建設省において事業化 

④ 1980年度      調査坑（中ノ湯側）着手 

⑤ 1983年度      調査坑（平湯側）着手 

⑥ 1987年 6月     中部縦貫自動車道が高規格道路として路線指定 

⑦ 1981年 8月     安房峠道路区間の整備計画決定 

⑧ 1981年 10月     安房トンネル本坑工事着手（平湯側） 

⑨ 1991年 2月     安房トンネル本坑工事着手（中ノ湯側） 

⑩ 1995年 4月     安房トンネル貫通 

⑪ 1995年 11月     一般有料道路事業許可  

⑫ 1997年 12月     安房峠道路開通（6日） 

⑬ 1998年 9月      ご利用 100万台達成 

⑭ 2002年 5月      ご利用 500万台達成 

⑮ 2006年 11月     ご利用 1,000万台達成 

⑯ 2011年 10月     ご利用 1,500万台達成 
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３．開通してからのご利用台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４．主な整備効果 

① 通年通行の確保 

旧道は 11月中旬～5月中旬の間、積雪により冬季通行不能であったり、降雨により通行が規

制されていましたが、安房峠道路の開通で通年通行が確保されました。 

 

② 所要時間、走行距離の短縮 

所要時間 30分から 5分に、距離も 15.6ｋｍから 5.6ｋｍに短縮されました。 

 

③ 飛騨⇔信州間の観光・物流・地域交流に寄与 

安房峠道路開通後の１年間では、岐阜県飛騨地域と長野県安房トンネル周辺を訪れた観光客

が約 185万人増加しました。（出典：（株）東海総合研究所調べ） 

 

５．利用特性：2011年度実績 

①休日（土曜・日曜・祝日）の交通量が対平日比で最大 2.2倍と観光特性の強い道路です。 

②１日当たりの平均交通量は、8月の休日が 6,543台と最も多く、年間平均では、平日約 2,180

台、休日約 3,820台、全日では約 2,720台で、平休比率は 1.8倍です。 
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単位：千台 

【開通してからのご利用台数（累計）】 

1998年 9月 
100万台達成 

2002年 5月 
500万台達成 

2006年 11月 
1,000万台達成 

※  ’12の数字は、2012年 10月末現在のご利用台数で 16,107千台です 

2011年 10月 
1,500万台達成 

年 



 

６．ＥＴＣ時間帯割引 

  2012年 1月 1日以降、安房峠道路に導入しているＥＴＣ時間帯割引は次の通りです。 

  引続きご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通勤割引については、朝夕の時間帯のそれぞれ最初の１回に限り適用する回数制限があり

ます。なお、長野道・松本ＩＣ又は東海北陸道・飛騨清見ＩＣと安房峠道路を連続してご

利用する場合は、走行回数を１回とみなします。 

 安房峠道路のＥＴＣ時間帯割引の適用は、平湯料金所の通過時刻で適用します。 

 割引は重複適用されません。（割引額が最も大きいものが適用されます） 

 割引の終了日については、公式Ｗｅｂサイト等で改めてご案内します。 

 

 


